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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

(昭和三十一年六月三十日) 

(法律第百六十二号) 

(条例による事務処理の特例) 

第五十五条 都道府県は、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の定めると

ころにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市

町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行するも

のとする。 

2 前項の条例を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該

都道府県委員会の権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長

に協議しなければならない。 

3 市町村長は、前項の規定による協議を受けたときは、当該市町村委員会に通知するとと

もに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。ただし、第二十四条の二

第一項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、当該市町村が処理し又は処

理することとする事務のすべてを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。 

4 都道府県の議会は、第一項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該都道府県委員

会の意見を聴かなければならない。 

5～10（略） 

(平一一法八七・全改、平一九法九七・一部改正) 

 



奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（案）概要

１ 事務処理特例条例の制度

法令により県知事の権限とされている事務を、県条例の定めるところにより、特例的に

市町村長の権限として移譲する制度

○ 制度の根拠

地方自治法第252条の17の2（条例による事務処理の特例）

「都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、

市町村が処理することとすることができる。」

○ 奈良県における特例条例による移譲の状況

平成１２年度に制度が創設され、現在のところ屋外広告物法及び鳥獣保護法に基づく許可

事務等、５１法令５６１条項の事務を市町村に権限移譲している。

２ 改正の経緯

○ 国の動き

地域主権改革（地方分権改革）の流れの中で、地域主権戦略大綱（平成22年6月22日閣議

決定）において「都道府県から基礎自治体（市町村）への権限移譲」が掲げられた。また、

同大綱を踏まえ、平成２３年に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律（第二次一括法）」が成立し、県から市町村への権

限移譲がなされるなど、市町村の役割が一層重要視されている。

○ 県としての移譲の考え方

住民に身近な行政はできる限り身近な地方公共団体において処理するという「基礎自治体

優先の原則」を尊重し、市町村の意欲に応じて、権限移譲を推進する。

○ 新たな権限移譲

県として、市町村の意向を踏まえ、移譲により住民サービスの向上や、市町村行政の総合

的な展開につながり、移譲が望ましいと考えられる事務を市町村に提示し、市町村との協

議が整った事務（１３項目）（１３法令６５条項）について、奈良県事務処理の特例に関

する条例に基づき、関係市町村（のべ１１２市町村）に権限移譲

事 務 内 容 特例条例による移譲先(案) 移譲状況

(1)文化財保護法に基づく史跡名勝天然 平群町 斑鳩町 川西町 【法律】市

記念物の現状変更等の許可等 田原本町 高取町 明日香村

上牧町 広陵町 河合町

大淀町

(2)文化財保護法に基づく国の機関が行 各市町村 なし

う重要文化財等の現状変更等に係る文

化庁長官の同意の申請の受理及び同意

の伝達並びに現状変更等の終了の報告

の受理（経由事務）

(3)文化財保護法に基づく重要文化財の 各市町村 なし

滅失等に係る届出及び復旧の終了の報

告の受理（経由事務）

３ 施行期日

平成２５年４月１日



条 例 名 理 由 要 旨

奈良県事務処理の特例に 市町村が処理することと １ 市町村が処理する事務の追加

関する条例の一部を改正す する事務を追加する等のた (1) 文化財保護法に基づく史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可等

る条例 め、所要の改正をしようと に係る教育委員会の権限に属する事務を関係町村が処理することと

するものである。 する。

（別表第３関係）

(2) 文化財保護法に基づく国の機関が行う重要文化財等の現状変更等

に係る文化庁長官の同意の申請の受理及び同意の伝達並びに現状変

更等の終了の報告の受理の事務を関係市町村が処理することする。

(3) 文化財保護法に基づく重要文化財の滅失等に係る届出及び復旧の

終了の報告の受理の事務を関係市町村が処理することとする。

（別表第４関係）

２ 施行期日

平成25年４月１日から施行する。

（改正附則関係）



奈
良
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
）

（
奈
良
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
中
「
（
第
四
条
関
係
）
」
を
「
（
第
五
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
項
事
務
の

欄
中
「
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
」
を
削
り
、
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
特
別

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
又
は
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
現
状
変
更
等
の
許
可
申
請
等
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
二
十
六
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。

）
」
を
加
え
、
同
欄
８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９

法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
の
申
請
の
受
理
及
び
同

意
の
伝
達

規
則
第
三
条
第
一
項
（
規
則
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

10
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理

別
表
第
三
中
二
の
項
を
三
の
項
と
し
、
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二

文
化
財
保
護
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
及

各
市
町
村

び
特
別
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
又
は
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
復
旧

の
届
出
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則

第
九
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く

事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１

法
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
及
び
第
百
七
十
二
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

２

法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

３

法
第
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

４

規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理



別
表
第
三
を
別
表
第
四
と
し
、
別
表
第
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）事

務

市

町

村

一

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
こ

平
群
町

斑
鳩

の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
文
化
財
保
護
法
施
行
令
（

町

川
西
町

昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
政

田
原
本
町

高

令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

取
町

明
日
香

１

法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
政
令
第
五
条

村

上
牧
町

第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

広
陵
町

河
合

２

法
第
百
二
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条

町

大
淀
町

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
許
可
の
取
消
し
（
１
の
許
可
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

３

法
第
百
三
十
条
（
法
第
百
七
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
要
求
（
１
の
許
可
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

４

法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
地
調
査
及
び
調
査

の
た
め
の
必
要
な
措
置
（
１
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）



奈
良
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
）
新
旧
対
照
表

一

奈
良
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
四
条

別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
教
育
委
員
会
の

権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
五
条

別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
教
育
委
員
会
に

第
四
条

別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
教
育
委
員
会
に

対
す
る
申
請
又
は
届
出
等
の
受
理
、
通
知
等
は
、
そ

対
す
る
申
請
又
は
届
出
等
の
受
理
、
通
知
等
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
が
処
理
す
る

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
が
処
理
す
る

こ
と
と
す
る
。

こ
と
と
す
る
。

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

事

務

市

町

村

一

文
化
財
保
護
法
（
昭
和

平
群
町

斑
鳩

二
十
五
年
法
律
第
二
百
十

町

川
西
町

四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お

田
原
本
町

高

い
て
「
法
」
と
い
う
。
）

取
町

明
日
香

及
び
文
化
財
保
護
法
施
行

村

上
牧
町

令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第

広
陵
町

河
合

二
百
六
十
七
号
。
以
下
こ

町

大
淀
町

の
項
に
お
い
て
「
政
令
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事

務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の

１

法
第
百
二
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
（
政
令
第
五
条
第
四

項
第
一
号
に
掲
げ
る
も

の
に
限
る
。
）

２

法
第
百
二
十
五
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
四
十
三
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
命
令

又
は
許
可
の
取
消
し
（

１
の
許
可
に
係
る
も
の



改

正

案

現

行

に
限
る
。
）

３

法
第
百
三
十
条
（
法

第
百
七
十
二
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
報
告
の
要
求
（

１
の
許
可
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）

４

法
第
百
三
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
実

地
調
査
及
び
調
査
の
た

め
の
必
要
な
措
置
（
１

の
許
可
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

別
表
第
四
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

事

務

市

町

村

事

務

市

町

村

一

文
化
財
保
護
法
（
以
下

略

一

文
化
財
保
護
法
（
昭
和

略

こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」

二
十
五
年
法
律
第
二
百
十

と
い
う
。
）
及
び
特
別
史

四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お

跡
名
勝
天
然
記
念
物
又
は

い
て
「
法
」
と
い
う
。
）

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、

現
状
変
更
等
の
許
可
申
請

次
に
掲
げ
る
も
の

等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

二
十
六
年
文
化
財
保
護
委

員
会
規
則
第
十
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則

」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く

事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
も
の

１
～
８

略

１
～
８

略

９

法
第
百
六
十
八
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
同
意
の
申
請



改

正

案

現

行

の
受
理
及
び
同
意
の
伝

達
規
則
第
三
条
第
一
項

10
（
規
則
第
五
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
報
告
の
受
理

二

文
化
財
保
護
法
（
以
下

各
市
町
村

こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
及
び
特
別
史

跡
名
勝
天
然
記
念
物
又
は

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の

復
旧
の
届
出
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化

財
保
護
委
員
会
規
則
第
九

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
規
則
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
も
の

１

法
第
百
十
八
条
、
第

百
二
十
条
及
び
第
百
七

十
二
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
三
十

三
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
受
理

２

法
第
百
二
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
受
理

３

法
第
百
三
十
六
条
の

規
定
に
よ
る
届
出
の
受

理
４

規
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
報
告
の
受
理

三

略

二

略
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